
参 考 資 料 2  

21．11．13  平成21年度新型インフルエンザ医療体制整備関連予算について  

1．保健衛生施設等施設・毀傷農儀費補助金  

施   設  補 助 内 容   補助率  ′ 補助先   平成21年度   新型インフル工舛◆臣■体制■♯に係層   
予霊d  感染虐  

感染症指定医療機関  感染症指定医療機瀾の新設、増設又は改築のた めに   
施保  
設儀   

必要な経費   

毛衛  

型インフルエンザ  直接補助：都道府県  

菅生 費施 補設  増設又は改築のために必要な経費  
助等  

1／2   間接補助：都道府県 （市町村、医療機  の内数  

金  
関）   

感染症外来協力医療機関  感染症外来協力医療機関の新設、増設又は改築 のために必要な軽費   

20百万円の内訳  
感染症指定医療機関  ・初度設備糞（基準額：130．000円） ・簡易陰圧装置（基準額：4．200．000円）   ・簡易陰圧装置  

設保  
23台19百万円  

備儀  ・人工呼吸器（基準額：2．160． ・初度設備費 

亜種 傭生  
0．5百万円  

直接補助：都道府県  

補設  責施  助等  1／2   間接補助二部道府県 （市町村、医療機  の内数   
関）   

ては、20年度予算  
金  ・HEPAフィルター付空気清浄機（陰仔対応可能  からの繰越分  

なこと）（基塵廟：880＿000円）  1．851百万円に対  
し、1．010百万円  

感染症外来協力医療棲周          ・HEPÅフィルター付バーテション    （基逢着卓：200．000円）  を別途内示済み。  

・個人防護具（基準額：3．550円）   

○上表のつち下線を引いたものについては・平成21年度8月27日付け事務連絡「保健術施設等施設・設備整備補助金の改正（予定）について」により補助対象とする 旨周知済み9正式な要綱の発出については、都道府県あて9月25日までに行う予乱   
○予算については、執行残額7億円（保健衛生施設等施設整備費補助金2億円、保健衛生施設等設備整備費補潮金5債円）で対応する。  

2．疾病予防対策事業費等補助金  
新型インフル工ンザ対策事業（協議会設置、診療従事者訓練・研修、情報共有のための説明会開催）  

（補助率）1／2   
（補助先）直接補助：都道府県   

3一新型インフルエンザ対策事薫（本省井） 
医療従事者研修事業  
必要な医療体制を整備できるよう医療従事者を対象とする研修  

39百万円  

3百万円   

2・・・、  



婁 考 ホ 料 3  

21．11．13  

保医発0 914第1号  
平成21年9月14 日  

記  

1「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」   
（平成20年3月5日保医発第0305002号。以下「基本診療科の施設基準等通   

知」という。）別添2の第2の4（1）の規定にかかわらず、臨時的な対応と   
して別途通知するまでの間、流行期（※注）において新型インフルエンザ患者   

の入院診療を行った保険医療機関においては、入院していた新型インフルエン   
ザ患者は入院患者の敷から除くことができるものとする。ただし、入院患者数   
から除くことのできる新型インフルエンザ患者の数は、当該保険医療機関の平   

均入院患者数（基準月（新型インフルエンザ患者を入院患者数から除いて計算   
しようとする月の前月をいう。）から起算して過去1年間の平均入院患者数と   
する。）を超えて入院した新型インフルエンザ患者の数に限るものとする。   

（※注）「流行期」とは、国立感染症研究所感染症情報センターの「警報・注  
意報発生システム」により、インフルエンザの注意報が発せられてい  

る日の属する月のことをいうものであり、都道府県単位で判断するも  

のとするが、当該都道府県管内保健所の1箇所でも注意報が発せられ  
ている場合には、当該都道府県は流行期にあるものとする。   

2 基本診療科の施設基準等通知の第3の1（1）の規定にかかわらず、臨時的   

な対応として別途通知するまでの間、流行期において新型インフルエンザ患者   

の入院診療を行った保険医療機関においては、月平均夜勤時間数については、   
流行期の間の2割以内の一時的な変動の場合には、変更の届出を行わなくても   
よいものとする。   

3 基本診療料の施設基準等通知の第3の1（3）及び（4）の規定にかかわら   
ず、臨時的な対応として別途通知するまでの間、流行期において新型インフル   

エンザ患者の入院診療を行った保険医療機関においては、1日当たり勤務する  

看護師及び准看護師又は看護補助者（以下「看護要員」という）の数、看護要   
員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看誰師の比率   
については、流行期の間の2割以内の一時的な変動の場合には、変更の届出を   

行わなくてもよいものとする。   

4 上記1から3の臨時的な取扱いを行う保険医療機関においては、流行期にお   
ける新型インフルエンザの入院患者数について別紙様式を参考として整理し、  

それに基づき基本診療科の施設基準等通知の別添7様式9を整理しておくこ   

と。   

5 国立感染症研究所感染症情報センターの発表するインフルエンザの注意報   

は、以下のHPにおいて毎週更新されるものであるため、保険医療機関におい   
ては留意すること。  

※国立感染症研究所感染症情報センターの「インフルエンザ流行レベルマップ」   

https：／／hasseidoko．mhlw．go．jp／Hasseidoko／Levelmap／flu／index．html   

殿
 
 

「
卜
」
 
 

地方厚生（支）局医療指導課長  

都道府県民生主管部（局）   

国民健康保険主管課（部）長  
都道府県後期高齢者医療主管部（局）   

後期高齢者医療主管課（部）長  

厚生労働省保険局医療課長  

新型インフルエンザの流行に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いについて   

現在、新型インフルエンザ（A／HINl）の流行に備え、都道府県等におい  

て重症化した患者の入院医療機関の受入体制の検討を行っているところである  
が、新型インフルエンザ患者を受け入れる保険医療機関においては、入院患者の  
一時的な急増や職員が新型インフルエンザに羅患することによる恵誰職員の一時  

的な欠員などにより、地方厚生（支）局に届け出ている入院基本料の施設基準を  
満たせなくなるおそれがある。   

今般、新型インフルエンザ患者を受け入れた保険医療機関の診療報酬上の評価  
を適切に行う視点から、当該保険医療機関の入院基本料に係る施設基準について、  
臨時的な対応として下記のとおり取り扱うこととしたので、その取扱いに遺漏の  

ないよう、毅管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。   
なお、下記における「新型インフルエンザ患者」とは、新型インフルエンザ（A  

／HINl）と診断された患者及び新型インフルエンザとの確定診断には至らな  

いがインフルエンザと診断された患者のことをいうものとし、「流行期」とは、  
国立感染症研究所感染症情報センターの「警報・注意報発生システム」により、  
インフルエンザの注意報が発せられている日の属する月のことをいうものであ  

り、都道府県単位で判断するものとするが、当該都道府県管内保健所の1箇所で  
も注意報が発せられている場合には、当該都道府県は流行期にあるものとする。   

また、下記の取扱いは、新型インフルエンザ患者を受け入れた保険医療機関の  

診療報酬上の評価を適切に行う観点から行うものであって、看護要員の労働時間  

が適切であることが求められることは当然のことであり、例えば、非常勤職員を  
新たに採用するなど、看護要員の過重労働の防止に配慮すべきであることを申し  
添える。  
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川  ．。ヨM掘出u刊姻句司習刊  

（参考）  

○ 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（抜粋）  

（平成20年3月5日保医発第0305002阜）  

第1 基本診療科の施設基準等   

基本診療科の施設基準等については、「基本診療科の施設基準等」（平成20年厚生   
労働省告示第62号）に定めるものの他、下記のとおりとする。  

2 入院基本料等の施設基準等は別添2のとおりとする。   

第3 届出受理後の措置等  

1届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じた場合には、保険   

甲酬り叩者桔．連声なく変更の届出等を行うものであること。また、病床掛こ   

著しい増減があった場合にはその都度届出を行う。  
ただし、次に掲げる事項についての一時的な変動についてはこの限りではない。   

（1）平均在院日数及び月平均夜勤時間数については、暦月で3か月を超えない期  
間の1割以内の一時的な変動。   

（2）医師と患者の比率については、暦月で3か月を超えない期間の次に掲げる範  

囲の一時的な変動  
ア 医療法に定める標準数を満たしていることが届出に係る診療科の算定要件  

とされている場合  

当該保険医療機関における医師の配置数が、医療法に定める標準数から1  
を減じた数以上である範囲  

イ 「基本診療科の施設基準等」第五のこの（2）、四の（2）及び六の（3）の場  

A 【コ  

常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に100分の10を乗じて得た  
‾ 数から1を減じた数以上   

（3）1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者ぐ以下「看護要員」  

という。）の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師（以  

下「看護職員」という。）明断こ対する看護師ゐ比動こついては、暦月で1か  

月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。   

（4）医療法上の許可病床数嘩100床未満の病院及び特別  
入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、1日に当たり勤務する看護要  

員の数、鱒こ対する看護師の  
比率については、層噂   

（5）算定要件中の該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1  

割以内の一時的な変動。   
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（6）算定要件中の紹介率及び逆紹介率については、暦月で3か月間の一時的な変  

動。  

（7）算定要件中の他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合については、  

3か月間（暦月）の平均実績が6割未満とならない範囲の一時的な変動。  

別添2  

入院基本料等の施設基準等   

第2 病院の入院基本料等に関する施設基準   

4 入院患者の数及び看護要員の数等については下記のとおりとする。   

（1）入院患者の数については、次の点に留意する。  

ア 入院患者の数には、保険診療に係る入院患者のほか、正常の妊産婦、生母  

の入院に伴って入院した健康な新生児又は乳児、人間ドックなどの保険外診  

療の患者であって、看護要員を保険診療を担当する者と保険外診療を担当す  

る者とに明確に区分できない場合の患者を含むものであること。  

イ 入院患者の数については、届出時の直近1年間（届出前1年から6か月の  

間に開設又は増床を行った保険医療機関にあっては、直近6か月間とする。）  

の延入院患者数を延日数で除して得た数とし、小数点以下は切り上げる。  

なお、届出前6か月の間に開設又は増床した病棟を有する保険医療機関に  

係る入院患者の数の取扱いについては、便宜上、一般病棟にあっては一般病  

棟の病床数の80％、療養病棟にあっては療養病棟の病床数の90％、結核病  

棟にあっては結核病棟の病床数の80％、精神病棟にあっては精神病棟の病  

床数の100％とする。  

また、一般病棟に感染症痛床がある場合は、届出時の直近1年間の入院患  

者数が0であっても、感染症病床数の5％をもって感染症病床に係る入院患  

者の数とすることができる。  
ウ 届出前1年の間に減床を行った保険医療機関については、減床後の実節が  

3か月以上ある場合は、減床彼の延入院患者数を延日数で除して得た数とす  

る。なお、減床後から3か月未満の期間においては、減床後の入院患者数と  

して届出を行うことができるものとするが、当該入院患者数が、減床後3か  

月の時点での減床後の延入院患者数を延日数で除して得た数を満たしていな  

いことが判明したときは、当該届出は遡って無効となり、変更の届出を行わ  

せること。  

エ 病棟単位で算定する特定入院料、「基本診療科の施設基準等」の別表第三  

に規定する治療室、病室及び短期滞在手術基本料1に係る回復室に入院中の  

患者については、入院患者の数から除く。   



21・11・13 

保医発0 915第2号  
平成21年9月15日  3 都道府県、保健所設置市、特別区からの依摸を受けインフルエンザ患者に係   

る時間外の調剤を行っている保険薬局については、「診療報酬の算定方法の制   
定等に伴う実施上の留意事項について」（平成20年3月5日保医発第0305001   

号）別添3区分01調剤料の（10）のりの（ロ）の規定を適用しないものとし、同  

（イ）により時間外とされる場合であれば、時間外加算を算定できるものとする。   

地方厚生（支）局医療指導課長  

都道府県民生主管部（局）   

国民健康保険主管課（部）長  

都道府県後期高齢者医療主管部（局）   

後期高齢者医療主管課（部）長  

殿 

厚生労働省保険局医療課長  

新型インフルエンザに係る保険医療機関の時間外診療等について   

戯  
新型インフルエンザに係る夜間の外来診療体制の確保については、別添の事務  

連絡において、「夜間の外来診療体制については、救急外来を設置する医療機関  
だけでなく、例えば、インフルエンザ患者の診療を行っている診療所に対して彦  

療時間の延長や、夜間の外来を輪番制で行うことを求めるなど、地域の診療所等  
との連携を図ること。特に、／小児患者の外来診療体制については、地域の′J、児科  

を有する病院だけでなく、地域の小児科診療所等との連携椰保に努める」旨の依  
傾がなされているところであり、各地域においてはこれを踏まえた対応がなされ  
ているものと承知している。   

今般、このような取り組みを行っている保険医療機関の初診料及び再診料の時  

間外加算等について、臨時的な対応として別途通知するまでの間、下記のとおり  
取り扱うこととしたので、その取扱いに遺漏のないよう、紫管下の保険医療機関  
等に対し周知徹底を図られたい。  

記 

1 都道府県、保健所設置市、特別区からの依頼を受けインフルエンザ患者に係   

る時間外の外来診療を行っている保険医療機関については、「診療報酬の算定   

方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」（平成20年3月5日保医発第0   
305001号）別添1第1章第1部第1節AO O O初診料の（11）のイの規定、を適用   

しないものとし、同アにより時間外とされる場合であれば、時間外加算を算定   

できるものとする。   

2 上記1の取扱いは、再診料についても同様とする。  



【別添】  

事  務  連  絡  

平成21年8月28日  

に、重症者の受入調整等が行えるよう、次の（1）～（4）の状況について、   

確認及び報告をお願いします。  

（1）外来医療体制の状況（別添2－1）  

（2）入院診療を行う医療機関の病床数及び稼働状況（別添2－2）  

（3）人工呼吸器保有台数、稼働状況（別添2－3）  

（4）透析患者、′J、児、妊婦等の重症者の搬送t受入体制の確保状況（別添2  

－4）  

3．各都道府県、保健所設置市及び特別区においては、新型インフルエンザ患   

者数が急速に増加した場合にも対応できる医療提供体制の確保のため、「新型  

インフルエンザに係る医療提供体制の確保対策及び情報提供について」（即鱒   

3）を参考に、地域の実情を踏まえて必要な対応策について検討をお願いし  

主立」  

衛生主管部（局） 御中  

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部   

新型インフルエンザ患者数の増加に向けた医療提供体制の確保等について  

平成21年第33週の感染症発生動向調査（8月21日公表）によれば、イ  

ンフルエンザ定点当たりの報告数が1．69となっており、流行開始の目安と  

している1．00を上回りましたので、インフルエンザ流行シーズンに入った  

と考えられ、新型インフルエンザ患者数が急速に増加することが懸念されます。   

このため、各都道府県、保健所設問市及び特別区においては、「新型インフル  

エンザの流行シナリオ」（別添1）を参考に、下記の手順に従い重症者の発生に  

ついて確認の上、入院診療を行う医療機関の病床数等について確認及び報告を  

いただくとともに、受入医療機関の確保や重症患者の受入調整機能の確保等、  

地域の実情に応じて必要な医療提供体制の確保対策等を講じていただくようお  

願いします。   

なお、上記シナリオは、医療体制を確保するための参考として示す仮定のも  

のであり、実際の流行を予測するものではないことを申し添えます。  

記  

1．各都道府県においては、自都道府＝県における新型インフルエンザ患者や重   

症者の発生数等について、「新型インフルエンザの流行シナリオ」（別添1）、   

過去の季節性インフルエンザの流行状況等をもとに検討をお願いします。ま   

た、感染症発生動向調査のインフルエンザ定点当たりの報告数を注視すると   

ともに、都道府県内のインフルエンザの流行状況や対策等について医療機関   

等への情報提供をお願いします。  

2．各都道府県においては、新型インフルエンザ患者数が急速に増加した場合  

1  

【照会先】  

厚生労働省  

新型インフルエンザ対策推進本部事務局  

医療班 FAX O3－3506－7332   



【参考】  

「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」（抜粋）  

（平成20年3月5日保医発第0305001号）   

別添1  

医科診療報酬点数表に関する事項   

第ユ章 基本診療科  

第1部 初・再診料  

第1節 初診料  

（11）時間外加算  

ア 各都道府県における医療機関の診療時間の実態、患者の受診上の便宜等を  

考慮して一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、そ  
の標準は、概ね午前8時前と午後6時以降（土曜日の場合は、午前8時前と  

正午以降）及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休診日とする保険  

医療機関における当該休診日とする。  

ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする保険医療機関等、当該  

標準によることが困難な保険医療機関については、その表示する診療時間以  

外の時間をもって時間外として取り扱うものとする。  
イ アにより時間外とされる場合においても、当該保険医療機関が常態として  

診療応需の憶勢をとり、診療時間内と同様の取扱いで診療を行っているとき  
は、時間外の取扱いとはしない㌧  

り 保険医療機関は診療時間をわかりやすい場所に表示する。  

エ 時間外加算は、保険医療機関の都合（やむを得ない事情の場合を除く。）  

により時間外に診療が開始された場合は算定できない。  

オ 時間外加算を算定する場合には、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例  
又は夜間・早朝等加算につい七は、算定しない。  

別添3  

新型インフルエンザに係る医療提供体制の確保対策及び情報提供について  

1．インフルエンザ患者の外来診療の確保対策について   

各都道府県、僻ま、外来診療体制の確保の  

ため、次の対策を検討すること隼   

（1）電話相談体制の拡充  

インフ／レエンザ患者数の急速な増加に備えて、発熱相談センターや小児   

救急電話相談事業（＃8000）等の電話相談体卸の拡充（時間の延長、   

電話回線の増設等）を検討すること。  

（2）地域住民への呼びかけ  

外来診療体制を確保するため、救急外来時間帯等における緊急以外の外   

来受診を控えることや、電話相談窓口を活用することなどについて、地域   

住民に対して呼びかけること。  
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蔓る地域の診療所等との連携  

刃については、救急外来を設置する医療機関だけでな  

インフルエンザ患者の診療を行っている診療所に対して診；   

時間の延長や、夜間の外来を輪番制で行うことを求めるなど、地域の診療   

所等との適挽を図ること。特に、小児患者の外来診療体制については、地   

域の小児科を有する病院だけでなく、地域の小児科診療所等との連携都保  

に努めること。  

（4）医療従事者の確保   

インフルエンザ患者数が急速に増加するような場合には、医療従事者を確   

保するため、隣県の医療機関に応援を求めることや、必要に応じて、基礎疾   

患を有する者等である医療従事者に抗インフルエンザウイルス薬の予防投与   

を行う●こと等について検討すること。  

2．インフルエンザ重症患者の入院医療機関の確保について   

各都道府県においては、インフルエンザ重症患者の入院医療機関の確保の   

ため、次の対策を検討すること。  

第2節 再診料   

（3）再診料における時間外加算、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例及び  

夜間・早朝等加算の取扱いは、初診料の場合と同様である。   



別添3  

調剤報酬点数表に関する事項  

区分01 調剤料  

（10）調剤技術料の時間外加算等  

ア 時間外加算は調剤基本料を含めた調剤技術料の100分の100、休日加算は  

100分の140、深夜加算は100分の200であり、これらの加算は重複して算定  

できない。  

イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額（調剤基本料＋調剤料）には、基  

準調剤加算及び後発医薬品調剤体制加算並びに注8に係る加算分は含ま  

れ、麻薬・向精神薬ノ覚せい剤原料・毒薬加算、自家製剤加算及び計量混  

合調剤加算に係る加算分は含まれない。  

ウ 時間外加算  

（イ）各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便  

宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱  

うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加  

算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当  

該休業日とする。  

（ロ）（イ）により時間外とされる場合におレ、ても、閲常態と  

して調剤応需の態勢をとり、開局時閣内と同様な取扱いで調剤を行っ  

ているときは、時間外の取扱いとはしない。  

（ハ）時間外加算等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側  

及び外側のわかりやすい場所に表示する。  

（ニ）「注4」のただし書に規定する時間外加算の特例の適用を受ける保  

険薬局とは、一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療  

の確保のため、国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間における  

救急医療の確保のため設けられている保険薬局に限られる。  

（ホ）「注4」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」  

とは、当該地域において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除  

し、翌日調剤応需の態勢を再開するまでの時間であって、深夜時間を  

除いた時間をいう。   




